
審議会等の名称 伊万里市文化財保護審議会

設置の根拠   文化財保護法第190条　伊万里市文化財保護条例第37条

設置の目的
　文化財指定のための諮問機関である。また、市内の文化財の保
存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの
事項に関して教育委員会に建議するため。

設置年月日   昭和５１年９月１日

委　員　数 　　　９　人

委員の任期 　　２年（令和４年１０月１日～令和６年９月３０日）

委 員 名 簿 　※別紙（様式第１号の２）　

所　管　課 　伊万里市教育委員会 生涯学習課 文化財係（電話番号 22-1262）

様式第１号（第４条関係）

（令和５年９月１日現在）

審議会等設置状況



所　　属

岩岡　千香子 西海国立公園九十九島動植物園　園長

○ 円田　洋子 伊万里美術協会

尾﨑　葉子 前有田町歴史民俗資料館　館長

金子　義弘
松浦党山之寺史跡顕彰会事務局長
山代町史編集委員会委員長

◎ 小林　鎮行 元佐賀県解放会館 

東中川　忠美 吉野ヶ里公園管理センター

藤口　悦子 徴古館　理事

松尾　清
伊万里市郷土研究会　会長
松浦党研究連合会　会長

吉富　伸克 元伊万里市歴史民俗資料館長

委　員　名　簿

（五十音順・敬称略・会長◎・副会長○）

氏　　名

様式第１号の２（第４条関係）


